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第１章 計画策定の背景～近年の災害事例と国・県の取組～ 
 

 

当時、広島市内での降雨はどのような状況だったのでしょうか。 

 広島地方気象台によると、安佐北区付近では、20日の午前３時からの１時間

雨量が 101ミリの猛烈な雨となるとともに、午前４時半までの３時間雨量では

217.5 ミリを記録するなど、いずれも同地点における過去の観測記録を更新し

ました。このわずか３時間の間に記録した雨量は、平年の８月の月間雨量を上

回るほどのものでした。 

 

【図表 広島市安佐北区に降った局地的大雨の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（国土交通省「新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会（第１回）」資料より） 

 

「平成 26年８月豪雨」。 

 広島市での大規模土砂災害の発生後、気象庁は、平成 26年７月 30日から８

月 26日までに発生した一連の豪雨を、このように命名しました。 

 

この中には、８月９日、東海地方では初めてとなる大雨特別警報*が三重県に

発表された、台風第 11号による豪雨も含まれます。 

幸いにして、人命に関わる被害には至りませんでしたが、県内各地では公共

土木施設や農産物などへの被害がありました。 

このとき、大きな課題として浮かび上がったのは、行政と住民それぞれの災

害対応が適切であったのかということでした。事後に県と市町で行った検証作

業では、実際に対応にあたった市町から、「防災気象情報を分かりやすく住民

に伝えていくためにはどうすべきか。」、「避難勧告*、避難指示*をきめ細かに出

すには、どのようにしたらよいか。」、「住民の防災面での意識を高め、避難行

動につなげていくためにはどうすべきか。」など、多くの課題が寄せられ、今

後の備えに役立てるための対策検討が進められました。 
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この検証結果については、第２章の「２ 平成 26 年８月豪雨の検証」の項

において、後述することとします。 

 

振り返ってみれば、平成 26 年８月は、西日本（近畿、中四国、九州）の月

間雨量は平年比の 2.74 倍となり、観測史上最多を更新したほか、東日本（関

東甲信、北陸、東海）でも同 44％増、北日本（北海道、東北）では同 63％増

となるなど、記録的な豪雨を計測した月となりました。 

 

近年、気象が大きく変化してきたのではないか。 

あわせて、気象によりもたらされる風水害も、そのリスクが年々増大してき

たのではないか。 

「平成 26 年８月豪雨」は、そのような不安や危惧を、直視すべき現実のこ

ととして、私たちに突きつけることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、次項からは、近年の気象現象にどのような傾向が見られるのか、

振り返ってみることとします。 

 

  

台風第 11 号による越流現場（津市殿村三泗地内）（写真提供：津市） 
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④竜巻や大雪などの発生状況 

（竜巻の発生状況） 

近年、我が国でも注目を集めている竜巻について、気象庁では平成 20 年か

ら竜巻注意情報*を発表しています。 

発表回数は年間約 600 回に上り、実際に発生が確認された竜巻についても、

年平均で約 26件（平成 19年～平成 25年、海上竜巻を除く）に上っています。 

三重県においては、発表開始以降、これまでに 14 件（平成 26 年 10 月 8 日

まで、海上竜巻を除く）の発生が確認されています。 

 

【図表 全国の竜巻注意情報の発表回数（平成 20 年～25 年）】 
 

 

※平成 20年については、同年３月 26日の竜巻注意情報の運用開始から同年 12月 31日まで

の約９か月間。 

※平成 22年５月 27日の竜巻発生確度ナウキャストの提供開始に伴い、発表基準が変更され

たため、同年前後の発表回数を単純に比較することはできない。 

（気象庁ホームページ「竜巻注意情報の発表状況」を基に作成） 

 

【図表 全国の竜巻の年別発生確認数】 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

H20 H21 H22 H23 H24 H25

竜
巻
注
意
情
報
の
発
表
回
数

（回）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

S38 S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25

竜
巻
の
発
生
件
数

 

（件） 





 

10 

 

第１章 計画策定の背景～近年の災害事例と国・県の取組～ 
 

 

近年、全国各地から、「観測史上最多の○○を記録しました。」とか、「○○

十年ぶりとなりました。」という言葉が聞かれるなど、気象現象が劇的に変化

しつつあるのではないかと感じられる場面が増えてきました。特に、この２～

３年、こうした言葉が顕著に聞かれるようになったのではないかと感じます。 

次項では、このような気象現象によりもたらされた災害について、その傾向

を見てみることとします。 
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（過去 10 年の間に本県に甚大な被害をもたらした２つの大災害） 

この 10 年間を振り返ってみたとき、平成 16 年の台風第 21 号による旧宮川

村での土砂災害や旧海山町をはじめ県内の広範囲が見舞われた洪水の発生、そ

して、平成 23 年の紀伊半島大水害の発生、これらは、本県に甚大な被害をも

たらした大災害として、私たちの記憶に今なお焼きついています。 

以下に、それぞれの災害概況をまとめました。 

 

【平成 16 年台風第 21 号による災害】 

（災害の概要） 

  平成 16年９月 29日、台風第 21号の影響

を受けた秋雨前線の活動が活発化し、県南

部を中心とした地域に豪雨をもたらし、各

地で床上浸水するとともに、旧宮川村では

土砂災害が発生しました。 

  この結果、９人が死亡、１人が行方不明

となるほか、住家被害が 6,246世帯に及びました。 

 （人的被害の状況） 

  市町村別の死者・行方不明者は、旧宮川村で死者６人、行方不明者１人、

旧海山町で死者２人、松阪市で死者１人となっています。 

原因としては、土砂崩れや土石流による犠牲者が７人、洪水による犠牲者が

３人となっています。 

 （住家被害等の状況） 

  県内 66市町村（当時）のうち、32市町村で 6,246世帯の住家被害が発生し

ました。 

  市町村別では、津市が 2,112 世帯、次いで旧海山町が 1,742 世帯と多く、

また、土砂災害の多かった旧宮川村では、全壊家屋が 20 世帯となっており、

県内の全壊家屋 25世帯の 80％を占めました。 

 （河川堤防からの越水、土砂崩れ・土石流、浸水の状況） 

 県南部の赤羽川、船津川や横輪川などの河川で破堤したほか、多くの河川で

堤防の決壊や越水などが多数発生し、伊勢市、旧紀伊長島町、旧海山町の居住

地域等で大規模な浸水がありました。 

 また、旧宮川村では、宮川の流域でがけ崩れや土石流が発生し、民家が押し

流されたり、土砂に埋没する住家被害が発生しました。 

（避難の状況） 

 避難所に避難した人は、ピーク時には 11,116人に達しました。 

（避難指示 547人、避難勧告 6,367人、自主避難 4,202 人） 

旧宮川村（現大台町）滝谷地区 
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（被害額等の状況） 

  県が把握した被害額は、約 690億円となっています。 

（三重県「平成 16年９月 29日からの台風 21号による災害の記録（平成 17年２月）」を基に作成） 

 

【平成 23 年紀伊半島大水害】 

（災害の概要） 

  平成 23 年９月１日から５日朝にかけて、台風第 12 号が県南部を中心に長

期間にわたって激しい雨をもたらし、各地で浸水被害や土砂災害が発生しま

した。 

  この結果、２人が死亡、１人が行方不明となったほか、住家被害が 2,763

世帯に及びました。 

 

 

 

 

 

 
 

平時の紀宝町鮒田地区 

（写真提供：紀宝町） 

相野谷川が氾濫した紀宝町鮒田地区（写真提供：紀宝町） 

 （人的被害の状況） 

  市町別の死者・行方不明者は、紀宝町で死者１人、行方不明者１人、御浜

町で死者１人となっています。 

死者２人は浸水による溺死となっています。 

 （住家被害等の状況） 

  県内 29市町のうち、15市町で 2,763棟の住家被害が発生しました。 

  市町別では、紀宝町が 1,182棟、次いで熊野市が 999棟と多く、なかでも、

相野谷川が氾濫した紀宝町では、全壊家屋が 59棟となっており、県内の全壊

家屋 84世帯の 70％を占めました。 

 （河川堤防からの越水、土砂崩れ・土石流、浸水の状況） 

 県南部の相野谷川で破堤したほか、井戸川や志原川などの河川で堤防の決壊

や越水などが多数発生し、熊野市、御浜町、紀宝町の居住地域等で大規模な浸

水がありました。 

 熊野川では 24,000立方メートル/秒を記録し、既往最大である伊勢湾台風の

19,000立方メートル/秒を上回る流量を観測しました。 

 また、津市美杉地区や大台町岩井地区などでは、土石流や山腹崩壊*が発生
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し、民家が押し流されたり、土砂に埋没するなどの住家被害が発生しました。 

 さらに、国道 42 号のほか、県道七色峡線や鵜殿熊野線、小船紀宝線など多

くの県道で路肩欠損等が生じました。 

 このほか、近畿自然歩道や飛雪の滝野営場など自然公園や、多くの水道施設

に被害が発生しました。 

（災害廃棄物の状況） 

 熊野市、御浜町、紀宝町、大台町、大紀町において、約 21,660 トンの災害

廃棄物が発生し、被災市町では処理が困難な事態となりました。 

（避難の状況） 

 県内の８市８町で、46,177 世帯 104,253人に対して、避難準備情報*、避難

勧告、避難指示が発令されました。ピーク時には 5,081人が避難所に避難しま

した。 

（孤立地域の発生） 

 激しい雨の影響によって、土砂崩壊や河川の氾濫等が発生し、車両等の通行

が不能となりました。これにより、県内で 22箇所の孤立地域が発生しました。 

（被害額等の状況） 

 各地で被害をもたらした災害について、県が把握した被害額は、約 490億円

となっています。 

（三重県「紀伊半島大水害～平成 23年台風第 12号による災害の記録～（平成 24年２月）」等を基に作成） 

 

［紀伊半島大水害からの復旧・復興］ 

平成 23年 12月 22日、紀伊半島大水害による被災地域の早期の復旧・復興及

び地域の特色を活かした強い地域づくりを推進するため、知事を本部長とする

「三重県紀伊半島大水害復旧・復興連絡会議」を設置しました。 

被害を受けた道路、河川などの公共土木施設や農地、農業用施設などの復旧、

観光客呼び戻しのための風評被害対策など、復旧・復興に向けて全庁的な取組

を進め、平成 26年度までに復旧工事がほぼ完了しました。 

 

＜公共施設等の復旧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

紀南病院附属浅里診療所（紀宝町）（被災後、復旧後）（写真提供：紀宝町） 
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＜森林等の復旧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

畑田（熊野市飛鳥町）（被災後、復旧後） 

 

＜景勝地の復旧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

飛雪の滝（紀宝町）（被災後、復旧後）（写真提供：紀宝町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大杉谷登山歩道（大台町）（被災後、復旧後） 
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（大雪の災害事例） 

平成 26 年２月の大雪では、雪にそれほど慣れていない地域に予期せぬ積雪

があったため、被害の発生に加え、多くの生活支障や混乱が起きました。 

被害状況としては、落雪や倒壊した構造物の下敷きになるなどして、岩手県

から宮崎県にわたる９つの県で、あわせて死者 26 人を出したほか、北海道か

ら九州にかけての広い範囲で住家損壊等の被害が発生しました。 

また、特に関東甲信地方を中心に、道路への積雪や雪崩等による車両の立ち

往生、交通の途絶による集落の孤立が、複数の都県にわたって発生しました。

この時、さまざまな生活支障が生じたわけですが、これらの詳細については、

第２章の「３ 近年の風水害事例の検証」の項において、「道路交通等に関す

る支障や障害」、「孤立の発生」、「物流や生産の停滞」などに整理して後述する

こととします。 

なお、本県では、死者は出ませんでしたが、鉄道の一時不通や道路の通行止

め、停電などが発生しました。特に、初めての大雪警報が発表された県南部で

は、駅において多くの滞留者があふれたり、救急車両による病院搬送に支障が

出るなど、県民生活に大きな影響がありました。 

 

 

 次項では、こうした気象現象や災害に対して、国や三重県はどのような対策

をとってきたのかを見てみることとします。 
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この改正により、気象庁は、数十年に一度の豪雨が予想されるなど、重大な

災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、その旨を伝える「特別警報」の運

用を、平成 25年８月から開始することとなりました。 

 

【図表 特別警報に相当する過去の災害事例】 
 

台風・大雨 H24.７ 九州北部豪雨（大雨） 

H23 台風第 12号（大雨） 

S34 伊勢湾台風（大雨･暴風･高潮･波浪） 

S９ 室戸台風（大雨･暴風･高潮･波浪） 

死者・行方不明者 32人 

死者・行方不明者 98人 

死者・行方不明者 5,000人以上 

死者・行方不明者 3,000人以上 

地震 H20.６ 岩手･宮城内陸地震 

H19.７ 新潟県中越沖地震 

H16.10 新潟県中越地震 

H７.１ 兵庫県南部地震 

    ※阪神・淡路大震災 

死者・行方不明者 23人 

死者 15人 

死者 68人 

死者・行方不明者 6,437人 

津波 H23.３ 東北地方太平洋沖地震 

※東日本大震災 

H５.７ 北海道南西沖地震 

S58.５ 日本海中部地震 

死者・行方不明者 18,000人以上 

 

死者・行方不明者 230 人 

死者 104 人 

（いずれも地震を含む） 

（気象庁「気象業務はいま 2014」を基に作成） 

 

③土砂災害防止法の改正 

土砂災害防止法は、平成 11 年６月、広島市や呉市を中心に発生した土砂災

害により、死者 24 人を出したことを受け、平成 12 年５月に制定されました。 

土砂災害のおそれがある山の斜面の近くまで宅地開発が進んでいたことが、

被害をもたらした大きな原因の一つであったことから、この法律により、斜面

の基礎調査に基づいて土砂災害のおそれのある区域（土砂災害警戒区域・特別

警戒区域*）を明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築

物の構造規制などのソフト対策を推進することなどが規定されました。 

しかしながら、これらの区域指定については、「自分の土地に規制がかかる

のは嫌だ。」、「土地や住宅の資産価値が下がる。」など、住民の反対の声も多く、

なかなか取組が進んでいかない事情が、一方ではありました。 

そのような中で、前述したように、平成 26 年、同じ広島市で発生した大規

模土砂災害により、再び多くの人命が失われました。 

発生箇所は、平成 11 年の土砂災害と同じく、山のふもとまで宅地が迫った

地域であり、その多くは、土砂災害警戒区域や特別警戒区域の指定には至って

いませんでした。 

こうした反省をふまえ、平成 26年 11月、土砂災害防止法が改正されました。 

同法については、これまでも幾多の改正が行われてきましたが、今回の改正
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平成 20年 竜巻注意情報の提供開始 

平成 18 年の宮崎県延岡

市、北海道佐呂間町での竜

巻災害 

平成 21年 
５日先までの台風進路予報の提供開始 

（従来は３日先までの予報） 
 

平成 22年 
大雨、洪水等の警報・注意報の市町村単位での提

供開始 

平成 16 年に頻発した風水

害 

平成 22年 
竜巻発生確度ナウキャスト、雷ナウキャストの提

供開始 
 

平成 23年 
降水ナウキャスト（５分間隔での予測）の提供開

始 
 

平成 24年 

過去の重大な災害事例の引用（“◯◯豪雨に匹敵”

など）した気象情報や、記録的な大雨に関する気

象情報（“これまでに経験したことのないような大

雨”）の提供開始 

 

平成 25年 
土砂災害警戒判定メッシュ情報

*
の気象庁ホームペ

ージへの掲載開始 
 

平成 25年 特別警報の提供開始 平成 23年紀伊半島大水害 

平成 26年 

高解像度降水ナウキャストの提供開始 

（従来は 1km2領域であった予測を、250 m2領域の単位ま

で高解像度化し、30分先まで提供） 

 

（気象庁「土砂災害への警戒の呼びかけに関する検討会」資料等を基に作成） 

 

こうした気象予測については、コンピュータの技術革新により精度が向上し、

防災気象情報についても高度化を遂げてきました。 

現在の気象予測技術では、例えば、低気圧や台風、前線といった気象現象に

ついては、数日先までの予測、しかも数値予報での予測を行うことが可能とな

っています。 

一方、局地的大雨や竜巻といった気象現象については、ピンポイントで場所

や時間を特定し、十分な時間的余裕をもって予測することは、現在の予測技術

では困難、というのが実態です。なかでも、竜巻については、平成 26年９月か

ら、全国の気象庁職員による実際の目撃情報を、竜巻注意情報に付加させる取

組が開始されたところです。 

技術革新にも一定の限界があり、どうしても人に頼らざるを得ない。そうし

た気象予測の実状を、対策を検討していく際には押さえておく必要があります。 
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ニュアル作成ガイドライン」が大幅に見直され、平成 26 年９月、新たなガイ

ドラインとして示されました。 

今回の見直しでは、「避難」に関して、以下のような考え方が改めて整理さ

れました。 

・「避難」とは、災害から命を守るための行動であることを改めて定義した。 

・従来の避難所への避難だけでなく、屋内にとどまって安全を確保すること 

も「避難行動」の一つとした。 

また、市町村が避難勧告等を出すことを躊躇してはならない、ということも

打ち出し、その判断基準が具体的に示されました。 

今後、このガイドラインに基づき、市町村において、避難勧告等の判断基準

の策定、見直しなどの検討が進められることとなります。 

 

③新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会による検討

（平成 26 年 10月） 

近年、局地的大雨や短時間の集中豪雨等、過去に見られなかった気象現象が

多く見られるようになってきたことは、本章において述べてきました。 

このことをふまえ、水害、土砂災害に備えるための基本的な枠組みを検討す

るため、「新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会」が、

国土交通省において平成 26年 10月に設置されました。 

この懇談会では、フィリピンを襲った平成 25年台風第 30号のような超大型

の台風のほか、平成 26 年８月に広島市で発生した土砂災害のような避難する

ための時間的余裕がない局地的・集中的な大雨が発生した際にも、命を守るた

めに必要となる対策について検討が行われているところです。 

 

④総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループによる検討（平成 26年 10月） 

平成 26年 10月 20日の中央防災会議*「防災対策実行会議（第６回）」におい

て、同会議の下部組織として「総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループ」

が設置されることが決まりました。 

このワーキンググループでは、土砂災害に対する国土の脆弱性の検証や、人

命の保護や重要な機能を維持するための対策を検討し、平成 27年の出水期（６

～10月）までに、その結果がまとめられる予定となっています。 

具体的には、広島市での土砂災害の教訓を整理し、防災気象情報や避難勧告

等の防災情報の伝達、その際の適時適切な避難行動の整理、森林の適切な整

備・保全、発災後の迅速な復旧策、まちづくりなど土地利用のあり方等につい

て検討が行われているところです。 
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また、紀伊半島大水害では、災害関連情報ポータルサイトを用いて情報提供

を行いました。 

 

５ 避難対策等の強化 

  農道、農業集落道路、漁港関連道路の整備により、避難路の確保を進めま

した。 

土砂災害危険箇所*のホームページでの公表、土砂災害警戒区域等の指定に

向けた基礎調査や同区域の指定、県管理河川の浸水想定区域図*の作成・公表

をそれぞれ進めました。 

災害時要援護者*の視点に立った対策としては、防災みえ.jpに「三重県ウェ

ブアクセシビリティガイドライン*」の適用を図るとともに、「三重県避難所運

営マニュアル策定指針*」を改定しました。 

 

６ 風水害等に強い地域づくり 

  土砂災害や洪水被害を軽減するための対策として、基盤となる施設の整備

を進めました。具体的には、砂防・地すべり対策や急傾斜地崩壊対策のほか、

高潮対策としての堤防・防潮堤の整備、海抜ゼロメートル地帯での堤防改良、

河川改修工事、湛水*防除のための排水機場の整備等を進めました。また、間

伐等による森林整備も進めました。 

大規模災害時における応急対策を迅速に進めるため、伊賀地域に広域防災拠

点*を整備するとともに、北勢地域の拠点整備に向けて、候補地を地元市と調

整を行い決定しました。 

 

７ 防災体制の強化 

広域的な連携体制を整備するため、中部９県１市合同防災訓練や近畿府県合

同防災訓練等への参加により、近隣府県からの応援・受援などの連携強化を図

りました。 

また、大規模災害時の応急体制の充実を図るため、自衛隊との連絡会議を実

施するなど、救出救助についての連携を強化しました。 

災害時の支援等に関する協定については、食料・生活物資の調達、応急仮設

住宅の建設、電気設備の応急対策、応急復旧対策、救出救助、被災者支援等の

協定を企業及び団体と締結しました。 

 

８ 応急体制の強化 

県災害対策本部機能を充実・強化するため、図上訓練*等を通じて、本部活

動マニュアルの見直しや関係機関との連携強化を進めました。 
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緊急輸送体制の整備に向けては、緊急輸送道路*に指定されている県管理道

路の整備を推進したほか、迅速な道路啓開*を展開するため、道路啓開基地*の

整備や道路啓開マップ*を活用した訓練実施など道路啓開態勢の整備を図りま

した。 

医療救護体制の整備については、訓練による課題検証を通じて災害医療マニ

ュアルを改定するとともに、災害拠点病院*との連携強化、備蓄医薬品の更新

についても進めました。 

 

９ 生活安定対策の強化 

  給水支障の防止を目的として、水道災害広域応援協定に基づく市町との訓

練を定期的に実施するとともに、初動対応に必要な資機材の配備を進めまし

た。二次災害防止の観点では、被災宅地危険度判定士*の養成を進めました。 

  また、円滑な復旧支障防止の観点から、市町災害廃棄物処理計画の策定支

援を進めました。 

 

10 被災者支援対策の強化 

  災害時における病気予防やこころのケア等の観点から、関連マニュアルの

検証、見直しを進めるとともに、関係従事者に対する専門研修を実施しまし

た。 

  被災者生活支援については、市町を対象とした災害救助法*に関する説明会

を開催し、制度の周知を図るとともに、紀伊半島大水害の際には、住宅確保・

復興に関する支援措置や融資、県税・各種手数料減免措置等についてまとめ

た「被災者生活再建の手引き」を作成しました。 

 

 このアクションプログラムの推進を通じて、一定の風水害対策を進展させる

ことができました。 

 しかし、取組を進める一方で、国内各地では風水害が相次ぎ発生し、なかで

も紀伊半島大水害や平成 26年８月豪雨災害など、甚大な被害をもたらすような

風水害も繰り返されました。 

 これまで進めてきた対策については、さらに加速させるとともに、新たに必

要となる対策については、早期に着手し充実させていくことが必要です。 

 こうした新たな風水害対策については、第５章及び第６章において後述する

こととします。 
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(２)紀伊半島大水害の発生をふまえた県災害対策本部体制の見直し等 

紀伊半島大水害の発生、さらに、その半年前には東日本大震災が発生したこ

とをふまえ、県では、これまでの取組を大きく見直すなど、新たな防災・減災

対策に取り組んでいます。 

本項では、そうした取組のうち、県災害対策本部の組織体制の見直し、県と

市町の広域的な応援・受援体制の整備、県民参画による防災訓練の実施、この

３点を取り上げ、以下に述べることとします。 

 

① 県災害対策本部の組織体制の見直し 

紀伊半島大水害の教訓をふまえ、県災害対策本部の組織体制について、危機

管理統括監*のもと全庁が一体となって災害対策を行うことができるよう、平

成 24年度から、「災害対策統括部」の設置を中心とした見直しを行いました。 

「災害対策統括部」は、危機管理統括監を統括部長とし、統括部長の指示の

もと、発災直後の初動から応急・復旧期における本部長（知事）の意思決定を

支援するものとし、次のような組織体制としました。 

 

（災害対策統括部に対応方針の立案や関係部局との調整を行う「部隊」の設置） 

  災害対策統括部の中に、組織の縦割りを排除し、災害時に把握すべき情報

が漏れなく把握できるとともに、発生するすべての業務のカテゴリーに応じ

た事務をそれぞれ処理することのできる部局長をリーダーとした部隊を編成

することにより、本部長及び統括部長のもと、迅速な初動体制と応急・復旧

期を含めた災害対策活動を可能とする体制としました。 

（各救助機関と総括部隊とのハブ機能を担う「救助班」の設置） 

  災害対策統括部総括部隊に救助班を設置し、自衛隊、警察、消防、海上保

安庁など各救助機関への救助要請情報の提供及び救助活動調整、各救助機関

からの情報集約及び総括部隊への伝達等、救助班が軸となって情報共有・活

動調整を行う体制としました。 

（情報収集、市町支援等人的支援体制の確立を目的とした「派遣班」の設置） 

  災害対策統括部総括部隊に派遣班を設置し、災害発生が危惧される時点か

ら人員派遣がスムーズに実施できる体制としました。 

（臨機応変に対応検討等を行うための「災害対策統括会議」の設置） 

  対策立案機能の強化を目的に、本部長が災害予防や災害応急対策の実施に

関する方針等を決定する仕組みを明確にし、緊急かつ迅速に対処すべき事案

について検討するため、災害対策統括会議を設置しました。 
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② 県と市町の広域的な応援・受援体制の整備 

これまでも、災害応急・復旧活動支援など被災市町からの要請に基づく行政

支援を実施してきたところですが、災害対策本部組織体制の見直しにあわせて、

災害時における職員派遣体制を次のとおり整備しました。 

 

（緊急派遣チームの派遣） 

  災害が発生または発生するおそれがある場合に、前述した災害対策統括部

「派遣班」の調整のもと、地方部支援、市町災害対策本部支援を行うために

災害対策本部（本庁）から県職員を派遣することとしました。 

（地方部派遣チームの派遣） 

  災害が発生または発生するおそれがある場合に、地方部「総括班」の調整

のもと、被災市町の情報収集等を行うために地方部から県職員を派遣するこ

ととしました。 

 

 これまでの実績として、台風接近時に、緊急派遣チームとして、のべ 38人、

地方部派遣チームとして、のべ 60人、計 98 人の県職員を派遣し、避難情報や

被害情報の収集を行いました。 

   

また、県と市町が、災害時に迅速かつ的確に対応できる災害時広域支援体制

の構築をめざし、互いの連携を深めることを目的に、「県と市町における災害

時広域支援体制構築連携会議」を平成 24 年２月に発足させ、緊急の課題とし

て、県と市町の災害時応援協定について具体的な検討を行いました。 

  なお、同会議では今後、「物資支援」と「広域避難」の体制整備を中心に、

引き続き、検討を行うこととしています。 

 

（三重県市町災害時応援協定の改訂） 

  平成 24 年８月 23 日に、三重県市町災害時応援協定を改訂しました。主な

改訂ポイントは次のとおりです。 

ア これまでの応援の主体は市町であり、県の役割は状況把握と応援市町へ

の要請のみでしたが、県も主体的に応援活動に加わることを規定しました。 

イ 大規模な災害などで、広域応援となった場合に県が調整して市町へ応援

を要請することについて規定しました。 

ウ 被災市町から情報発信が不可能な場合の情報収集、応援活動等について、

要請を待たずに情報収集、応援活動等を実施するよう規定しました。 
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③ 県民参画による防災訓練の実施 

（三重県総合防災訓練の見直し） 

東日本大震災及び紀伊半島大水害の教訓をふまえ、総合防災訓練のあり方に

ついて、訓練を一方的に観覧していただくといった劇場型ではなく、実際に県

民の皆さんに参加していただくといった実践型の訓練へと見直しました。 

平成 24 年９月に実施した三重県・鈴鹿市総合防災訓練では、住民参加によ

る津波避難訓練を取り入れました。訓練では、車いす利用者の方、聴覚障がい

者の方など、多くの災害時要援護者の方々にも参加いただきました。また、翌

25 年９月の三重県・熊野市・御浜町・紀宝町総合防災訓練では、津波避難訓

練のほか、避難所開設・運営訓練や地元の病院や医師会と地元住民が連携した

医療対策訓練などを実施しました。 

さらに、平成 26年 11月の三重県・志摩市総合防災訓練では、前述のような

訓練に加え、地域住民や地元の中学生、高校生による災害現場での情報収集及

び負傷者救出・搬送訓練等も実施するなど、県民の皆さんを主体とした、より

実践的な訓練を行いました。 

 

(３)三重県地域防災計画*（風水害等対策編）の見直し 

平成 25年度の「三重県地域防災計画」の地震・津波対策編の見直しに引き続

き、平成 26年度は、風水害等対策編を見直しました。 

今回の見直しでは、地震・津波対策編で新たに取り入れた、「自助」「共助」

の取組を重視することや、部隊活動を中心とした災害対策活動を前提とするな

どの方針を踏襲するとともに、災害対策基本法や気象業務法の改正などの国の

動きや風水害対策の検討内容をふまえ、近年、国内に甚大な被害をもたらして

いる台風、局地的大雨、竜巻等にかかる災害対策を新たな観点から記載するこ

ととしました。例えば、タイムラインの考え方を取り入れた台風接近時等の新

たな防災・減災対策の導入方針や、局地的大雨や竜巻への「自助」「共助」の対

策を今回の計画から掲げています。 

 

 

 

 

 

  


